
家畜伝染病の防疫対策を徹底しましょう！
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★三八地域県民局地域農林水産部八戸家畜保健衛生所
★三八畜産衛生協議会

飼養している家畜に異状がみられた場合には、直ちに獣医師または家畜保健衛生所に連絡し
てください。

三八地域県民局地域農林水産部 八戸家畜保健衛生所
ＴＥＬ：０１７８－２７－７４１５ ＦＡＸ：０１７８－２７－７４１８
土日祝祭日の場合は、 家保携帯 ０９０－７０６９－７７１４

夏季の長期休暇やオリンピック・パラリンピックの開催により、海
外への渡航者の増加が見込まれます。これに伴い、口蹄疫、高病
原性鳥インフルエンザ等の国内への侵入のリスクが高くなりますの
で、農場の家畜衛生対策を確実に実施しましょう。

１ 口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等の発生地域へは可能
な限り渡航を自粛する。
２ 仮に渡航した場合は畜産関係施設に立ち入らない。
３ 帰国後１週間は衛生管理区域（畜舎等）に立ち入らない。
４ 衛生管理区域に必要のない人・物を入れない。
５ 車両や靴底等の洗浄・消毒を徹底する。

なお、下記の疾病を疑う症状がみられた場合は直ちに通報し
て下さい。

高病原性鳥インフルエンザ（鶏）
肉冠の出血・壊死

防疫対策

口蹄疫（豚）
鼻の潰瘍

口蹄疫（牛）
舌の水疱




